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ロス・プリベンション・サーキュラー No. 10-10 
 
 

レバノンの罰金 

 
 
はじめに 

最近、レバノンにおいて液体バルク貨物の数量不足を理由に本船に対し税関で高額の罰

金が科せられたという報告が、ガードに数件寄せられました。レバノン向け貨物につい

て、液体バルク貨物の計量上一般的には許容可能な範囲内であっても、積地港でその数

量に（陸上と船上で）差異が生じており、かつ船荷証券が、船上での計量数値を上回る

積地港の陸上での計量数値で発行されていた場合には、罰金が科せられるリスクが高ま

っています。この差異の存在が罰金のリスクを増大させることになるのです。本サーキ

ュラーでは、レバノンにおける本件の状況と罰金回避策について報告します。 

 

 

徴収される罰金 

陸揚げ貨物の過不足両方について税関で罰金が科せられており、レバノン当局が考慮す

るのは、レバノンエネルギー水資源省に任命された検査官が現地陸上で計量する際に発

見した結果のみです。レバノン税関当局は、陸上タンクでの計量(容積トン)のみで、引渡

し貨物の数量を決定しています。罰金は現在、最高50,000米ドルとなった事例もあるほ

どの高水準で、以下の許容数量を差し引いた後に課金されます。 

・ガソリンの0.7%の不足 

・Jet A1の0.5%の不足 

・軽油の0.4%の不足 

・燃料油の0.3%の不足 

・品目を問わず2％の余剰 

税関の許容数量を超過する貨物の過不足がある場合、レバノン税関当局は、船舶の到着

または陸揚げ前に当該船舶の代理店よりレター・オブ・アンダーテーキング（LOU）が

提出されないかぎり、タンカーに揚荷を許可していません。船舶の現地代理店は通常、

船舶出港前にClub 

LOUという形式で船主からの反対保証を要求してきます。続く陸上タンクでの計量で税

関の許容数量を超える過不足が確認された場合には、適用レートに従い船主に罰金が科

せられることになります。罰金は現地の法律と慣行に従い科せられ、正式な数値となる

陸揚げ港の陸上での計量数値に基づき計算されます。かかる税関の罰金は科金後、通常

船主に代わり代理店またはコレスポンデンツにより支払われ、提供されている反対保証

に基づき回収されます。 
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対策 

船長は、船荷証券の署名前に地域や品目に特に注意を払ってチェックすべきです1。また

、船主には傭船者よりこれらの罰金について補償を受けられるようにしておくことをお

すすめします。さらに船主は、船荷証券に記載の貨物の数量について可能な限り正確を

期し、船舶上の数値と陸上での数値の間に、通常の慣行的な差異以上に開きがある場合 

 

は、この数値(船舶上の数値)も船荷証券上に記載しておくべきでしょう。 

最後に、メンバーの判断によりますが、特にガソリンを陸揚げするタンカーについては

陸上タンクでの計測を当局サーベヤーと共同で実施するサーベヤーを船主の代理で起用

することもおすすめです。政府検査官は独自で検査を実施すると思われますがそのプロ

セスを監視するためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Gard’s Guidance  on Bills of Lading (chapter 

2)に、船荷証券の署名前に考慮すべきポイントが記載されています。 

 



For more information please contact Loss Prevention Manager Terje R. Paulsen, email terje.paulsen@gard.no or  
Loss Prevention Executive Marius Schønberg, email marius.schonberg@gard.no 

The information is provided for general information purposes only. Whilst we have taken every care to ensure the accuracy and quality of the 

information provided at the time of original publication, Gard AS can accept no responsibility in respect of any loss or damage of any kind 

whatsoever which may arise  

from reliance on this information. www.gard.no  

 

 

 © Gard AS, September 2010 gard legal 

 

  


